
評書

書

評

〉
．
閃
●
℃
・
団
巳
ω
Φ
類
ひ

肉
§
§
良
ミ
砺
。
、
O
討
、
ミ
ト
鐵
ミ籾

　
　
山

明

　
　
ス
イ
ス
に
移
っ
て
の
ち
、
や
っ
と
ま
た
机
に
向
か
っ
て
過
ご
す
時
間
を

　
　
得
た
と
き
、
私
は
長
い
あ
い
だ
怠
っ
て
い
た
予
定
の
仕
事
、
二
十
年
も

　
　
前
に
刊
行
さ
れ
た
渤
§
ミ
§
譜
ミ
国
§
餌
卜
9
さ
の
第
二
部
の
執
筆
に

　
　
と
り
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
六
年
の
夏
に
秦
律
が
発
表
さ
れ
た

　
　
と
き
、
私
は
第
二
部
の
仕
事
を
脇
に
よ
け
、
こ
の
新
し
い
資
料
の
研
究

　
　
に
着
手
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
漢
は
秦
の
法
を
継
承
し
て
お
り
、
こ

　
　
れ
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
漢
律
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
も
な

　
　
る
だ
ろ
う
か
ら
。
（
前
言
よ
り
）

　
ラ
イ
デ
ン
大
学
名
誉
教
授
フ
ル
ス
ウ
ェ
氏
に
よ
る
陶
§
§
§
蕎
ミ
9
、
§

雪
転
ミ
は
、
　
こ
う
し
て
六
年
の
歳
月
を
費
し
て
成
っ
た
金
運
地
秦
簡
　
（
以
下

《
秦
簡
》
と
略
称
）
の
詳
細
な
英
文
訳
注
で
あ
る
。
副
題
に

　
　
諺
昌
㊤
轟
昌
。
欝
言
O
鉾
㊤
諺
冨
江
。
揖
o
h
跨
①
O
冒
ぎ
一
①
σ
q
巴
㊤
降
α
9
α
巳
一
甲

　
　
雛
型
ρ
誌
く
Φ
二
一
①
ω
o
隔
夢
①
Q
。
目
臣
8
暮
霞
暗
し
d
辱
ρ
巳
ω
8
〈
①
H
o
島
貯

　
　
く
費
甲
日
。
昌
σ
q
剛
お
h
①
9
賛
ρ
頃
q
ら
①
一
℃
δ
く
ぎ
o
P
甘
H
り
韻

と
い
い
、
ω
ぢ
ざ
p
ぴ
①
ご
§
ω
置
の
第
一
七
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
内
容

は
次
の
通
り
。

　
　
前
言

　
　
序
論

　
　
　
付
論
一

　
　
　
付
論
二

　
　
翻
訳

　
　
　
A
類

　
　
　
B
類

　
　
　
C
類

　
　
　
D
類

　
　
　
E
類

　
　
　
F
類

　
　
　
G
類

秦
の
刑
罰
体
系
の
概
要

秦
漢
の
度
量
衡

秦
律
十
八
種

敷
律

奏
律
雑
抄

法
律
答
問

封
診
式

魏
律

岡
田
律

　
　
秦
無
名
一
覧

　
　
文
献
目
録

　
　
事
項
索
引

　
　
仮
借
字
索
引

　
　
平
装
本
頁
数
と
の
対
照
表

　
　
補
記
・
訂
正

書
名
が
示
す
通
り
、
《
盛
業
》
の
法
律
関
係
部
分
i
編
年
記
・
語
言
・
日

書
の
全
体
と
為
吏
之
道
の
本
文
を
除
く
一
と
、
四
川
省
青
川
県
秦
墓
か
ら

出
土
し
た
持
律
（
い
わ
ゆ
る
木
順
顕
界
）
と
が
訳
注
の
対
象
で
あ
る
。
G
類

を
除
き
、
各
類
の
配
列
は
最
初
に
釈
文
が
発
表
さ
れ
た
『
文
物
』
誌
に
従
い
、

さ
ら
に
現
在
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
三
種
類
の
テ
ク
ス
ト
、

　
　
予
習
地
墨
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
素
地
秦
墓
竹
簡
』
文
物
出
版
社
、
一
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九
七
七
年
。
（
以
下
「
線
装
本
」
と
略
称
）

　
　
同
右
『
唾
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
八
年
。
（
以
下
「
平

　
装
本
」
）

　
　
雲
卸
量
虎
地
秦
野
編
写
組
『
雲
紅
灯
虎
地
無
墓
』
文
物
出
版
社
、
一
九

　
八
一
年
。

の
該
当
頁
数
と
簡
番
号
と
を
並
記
す
る
。
ま
た
、
本
論
に
先
立
ち
序
論
と
二

篇
の
付
論
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
予
備
知
識
の
提
供
と
問
題
点
の
概
観
と

に
と
ど
ま
り
　
　
た
だ
し
後
述
の
如
く
重
要
な
論
点
を
含
む
一
、
旧
著

肉
§
§
§
謎
ミ
黛
§
い
ト
§
o
（
以
下
肉
窺
ト
と
略
称
）
　
の
H
ゆ
貯
。
曾
0
8
蔓

ω
窪
巳
。
ω
の
よ
う
に
法
制
度
の
本
格
的
な
論
述
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。

囑
の
如
く
、
《
秦
簡
》
の
訳
注
と
し
て
纂
新
講
読
会
。
・
璽
訳
薪

稿
」
や
、

　
　
　
　
マ
ク
ラ
ウ
ド
・
イ
ェ
ィ
ツ
両
氏
に
よ
る
封
診
式
の
訳
注
な
ど
が
既

に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
比
べ
て
フ
ル
ス
ウ
ェ
氏
の
訳
業
は
、
注
の

豊
窟
さ
と
扱
っ
た
範
囲
の
広
さ
と
に
お
い
て
、
よ
り
完
備
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
今
後
《
秦
簡
》
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
1
氏
の
説
に
従
う
に
せ
よ

批
判
す
る
に
せ
よ
－
必
ず
参
照
す
る
べ
き
業
績
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な

い
。

　
以
下
、
本
書
の
特
長
と
疑
問
点
と
を
指
摘
し
て
ゆ
き
た
い
が
、
網
羅
的
な

紹
介
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
り
、
い
き
お
い
評
者
の
問
題
関
心
に
そ
っ
て

論
点
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

引
用
し
た
簡
文
の
所
在
は
す
べ
て
本
書
の
略
号
を
も
っ
て
示
し
、
参
照
の
便

の
た
め
平
装
本
の
頁
数
（
カ
ン
マ
の
後
の
数
字
）
を
並
記
す
る
。
な
お
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

書
に
つ
い
て
は
っ
と
に
李
学
勤
氏
に
よ
る
要
を
得
た
短
評
が
あ
る
こ
と
、
申

し
添
え
て
お
く
。

二

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
平
装
本
注
に
対
す
る
著
者
の
批
判
で
あ
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
平
装
本
は
中
国
に
お
け
る
訳
注
作
業
の
一
到
達
点
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
文
意
を
得
た
条
文
・
語
句
は
少
く
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
短
時
日
の
間
に
成
さ
れ
た
た
め
か
「
あ
ま
り
に
軽
率
か
つ
安
易
に
辞

書
の
説
明
で
（
つ
ま
り
孫
引
き
で
）
満
足
し
て
い
る
」
（
序
論
5
頁
）
と
思

わ
れ
る
点
も
皆
無
で
は
な
い
し
、
な
お
検
討
を
要
す
る
説
も
少
く
な
い
。
こ

の
点
、
本
書
の
指
摘
す
る
以
下
の
諸
点
は
充
分
傾
聴
に
値
し
よ
う
。

　
第
一
に
、
平
装
本
の
採
用
し
た
文
字
の
読
み
か
え
（
仮
借
）
に
対
し
て
、

著
者
は
し
ば
し
ば
「
立
証
さ
れ
な
い
」
と
異
議
を
と
な
え
る
。
そ
の
さ
い
判

断
の
規
準
と
し
た
カ
ー
ル
グ
レ
ン
氏
の
研
究
に
は
今
一
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が

あ
ろ
う
し
、
平
装
本
に
代
っ
て
著
者
の
提
示
し
た
読
み
か
え
す
べ
て
が
首
肯

し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
反
薗
、
平
装
本
に
は
「
蕩
、
悲
嘆
為
甲
」

（
諺
昏
。
り
霧
－
鷲
）
と
い
っ
た
音
韻
を
無
視
し
た
読
み
か
え
も
あ
り
、
ま
た
読
み

か
え
る
こ
と
な
く
意
味
の
通
る
文
字
も
確
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
封
診
式
に
み
え
る
騰
字
の
解
釈
（
国
　
蒔
　
⇔
．
同
O
》
　
卜
。
心
圃
－
卜
σ
瓜
O
）
な
ど
は
、

謄
と
読
み
か
え
た
平
装
本
一
評
者
も
旧
稿
で
こ
れ
に
従
っ
た
ー
ー
よ
り
も
、

字
の
如
く
騰
と
読
み
．
．
℃
o
ω
転
げ
。
お
。
ω
、
．
（
伝
馬
）
と
訳
し
た
著
者
の
ほ
う
が

正
解
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
著
者
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、
『
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
ら

漢
書
』
塊
総
伝
に
「
因
数
騰
書
庫
蜀
、
告
示
禍
福
」
と
あ
り
、
『
三
国
志
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

魏
志
満
寵
伝
に
「
刺
史
王
急
騰
布
（
1
1
孫
布
）
書
、
詩
兵
馬
音
引
」
と
あ
る

の
に
よ
れ
ば
、
騰
が
文
書
の
伝
送
を
意
味
す
る
こ
と
疑
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
平
装
本
の
不
用
意
な
注
釈
を
著
者
は
見
逃
さ
な
い
。
た
と
え
ば

「
可
謂
逡
卒
」
と
い
う
一
句
（
H
）
　
一
刈
G
Q
堕
　
b
⊃
ω
『
I
b
◎
Q
O
c
◎
）
に
つ
い
て
、
平
装
本
は
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評書

「
卒
、
《
漢
書
・
辛
慶
忌
伝
》
注
：
〃
謂
暴
也
”
」
と
引
い
た
の
ち
「
蓬
卒
と

は
、
お
そ
ら
く
字
面
か
ら
み
て
大
道
上
で
発
生
し
た
暴
行
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
」
と
注
す
る
。
し
か
し
著
老
が
正
当
に
指
摘
す
る
如
く
、
師
古
注
の
全
文

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
「
卒
、
聖
日
弊
、
謂
暴
也
」
と
あ
り
、
言
う
と
こ
ろ
の
暴
と
は
「
に
わ
か

に
（
誓
＆
Φ
巳
《
）
」
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。
平
装
本
注
は
師
古
注
の
前
半
を

無
視
し
た
軽
率
な
解
釈
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
平
装
本
は
「
当
除
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

鴬
舌
不
得
」
な
る
一
句
に
「
除
籍
と
は
簿
籍
か
ら
除
名
す
る
こ
と
」
と
注
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
一
方
で
、
こ
の
句
で
始
ま
る
律
名
「
除
弟
子
律
」
に
は
「
弟
子
の
任
用
に

関
す
る
法
律
」
と
全
く
正
反
対
の
注
を
付
す
（
○
声
H
。
。
O
芦
。
。
H
）
。
お
そ
ら
く

は
籍
宇
の
有
無
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
不
合

理
で
あ
り
、
著
者
が
「
麺
除
弟
子
、
望
診
得
」
と
切
っ
て
除
字
を
一
貫
し
て

．
、
8
竜
も
。
ぎ
け
．
、
と
訳
す
の
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
律
文
中
に
現

れ
る
澱
字
に
つ
い
て
、
平
装
本
は
一
方
で
「
請
也
」
つ
ま
り
報
告
し
て
指
示

を
請
う
こ
と
と
解
し
（
諺
嘉
日
冨
i
。
。
O
）
、
他
方
で
「
議
雷
撃
」
つ
ま
り
罪
を

定
め
る
こ
と
と
釈
す
（
∪
腿
ω
口
謡
高
胡
　
O
㎝
。
。
讐
一
。
。
b
。
）
。
し
か
し
、
こ
の

字
が
講
の
異
体
で
あ
る
以
上
、
著
老
の
注
記
す
る
よ
う
に
漢
代
の
上
髭
制
と

の
関
係
は
疑
い
な
く
、
や
は
り
一
貫
し
て
「
几
上
」
の
方
向
で
解
す
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
李
学
勤
氏
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
線
装
本
と
平
装

本
と
の
解
釈
が
異
る
場
合
、
著
者
は
必
ず
両
者
を
比
較
し
た
う
え
で
良
い
方

を
選
ん
で
お
り
、
平
装
本
の
新
釈
の
み
偏
重
し
て
は
い
な
い
。
例
と
し
て
敷

童
を
と
り
あ
げ
よ
う
（
○
ぴ
。
O
戸
卜
。
”
に
ω
山
濠
）
。
平
装
本
は
こ
の
語
に
「
む

か
し
男
子
の
十
五
歳
以
上
で
未
冠
の
者
を
警
固
と
称
し
た
」
と
注
し
、
法
律

答
問
「
何
謂
海
鞘
」
条
（
O
嵩
伊
卜
。
b
⊃
b
。
）
の
参
照
を
求
め
て
い
る
。
確
か
に
そ

こ
に
は
「
敷
童
弗
傅
」
と
あ
り
、
赦
童
と
は
傅
籍
す
る
べ
き
一
定
年
令
に
達

し
た
男
子
を
表
わ
す
法
制
上
の
用
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

平
装
本
の
注
記
す
る
『
新
書
』
春
秋
篇
を
繍
く
と
、
そ
こ
で
は
酷
家
、
屠
者
、

春
雲
考
な
ど
市
の
景
観
を
構
成
す
る
人
々
と
並
ん
で
敷
童
が
現
わ
れ
て
お
り
、

む
し
ろ
市
中
に
「
調
歌
」
す
る
悪
少
年
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
濃
い
（
直
兜

と
い
う
語
を
想
起
せ
よ
）
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
は
勢
と
読
み
か
え
た
線

装
箋
注
1
『
説
文
』
に
「
読
若
豪
」
と
あ
る
如
く
そ
れ
は
悪
少
年
に
通
ず

る
一
の
ほ
う
が
嶺
を
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
．
。
・
け
巴
≦
騨
詳

図
〇
二
夢
、
、
と
訳
し
た
著
者
の
選
択
を
是
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
平
装
本
テ
ク
ス
ト
で
は
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
原
茸
の
状
態

に
も
、
著
者
は
充
分
留
意
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
牛
大
牝
十
、
其
六
母

子
」
で
始
ま
る
一
節
（
O
日
ρ
一
誌
ム
仁
ω
）
に
つ
い
て
、
平
装
本
は
末
尾
の

「
沈
黒
課
」
三
字
が
標
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
牛
・
羊
の
飼
育
の
審
査
に
関

す
る
法
律
」
の
謂
で
あ
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に

「
牛
羊
課
」
で
簡
は
終
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
後
続
の
文
章
を
記
し
た
簡
が
あ

っ
た
可
能
性
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
節
を
根
拠
に
「
課
」
と
称
す
る

法
源
の
存
在
を
論
じ
る
こ
と
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
隷
臣
妾

老
弱
及
不
可
誠
仁
者
勿
令
」
と
あ
る
伝
碧
玉
の
一
節
を
（
b
8
”
H
O
睡
）
、
平

装
本
は
「
隷
臣
妾
や
…
…
に
は
文
書
の
伝
送
を
言
い
つ
け
て
は
な
ら
な
い
」

と
訳
す
が
、
外
字
が
禁
じ
る
具
体
的
な
行
為
の
内
容
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か

ら
、
勿
は
本
来
べ
つ
の
簡
に
接
続
し
て
い
た
の
で
あ
り
（
勿
字
で
簡
は
終
っ

て
い
る
）
、
「
勿
令
」
と
は
続
か
な
い
と
著
者
は
考
え
る
。
説
の
当
否
は
と
も

か
く
、
隷
臣
妾
の
職
務
を
論
じ
る
際
に
は
無
視
で
き
な
い
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
よ
り
本
書
の
価
値
は
、
平
装
本
の
注
釈
を
正
し
た
点
に
の
み
あ
る
の

で
は
な
い
。
豊
富
な
先
行
学
説
の
引
用
と
少
な
か
ら
ぬ
創
見
と
も
、
本
書
の

特
長
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
都
宮
・
離
宮
」
（
諺
り
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昌
」
P
。
。
ω
凸
㎝
）
や
「
県
密
夫
・
大
密
夫
」
（
＞
　
H
リ
　
ロ
．
切
”
　
Q
Q
朝
l
Q
Q
Q
O
）
、
「
藻
子
」

「
百
姓
」
（
諺
　
①
o
◎
　
づ
●
粘
り
・
ω
刈
”
　
O
Q
心
l
c
Q
刈
）
と
い
っ
た
争
点
と
な
る
語
句
に
関
し

て
、
著
者
は
ま
ず
諸
説
を
紹
介
・
検
討
し
た
の
ち
自
説
を
展
開
す
る
態
度
を

崩
さ
な
い
。
ま
た
、
か
か
る
論
争
点
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
関
連
す
る
論
考

の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
中
墨
・
欧
文
・
和
文
を
問
わ
ず
能
う
限
り
注
記

に
努
め
て
お
り
、
ま
さ
に
「
集
釈
」
（
李
学
勤
茂
）
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。
「
辟

（
避
）
席
」
な
る
表
現
か
ら
中
国
に
お
け
る
椅
子
の
起
源
を
論
じ
た
欧
文
の

論
考
を
注
記
す
る
な
ど
（
O
　
b
o
　
】
口
●
心
”
　
日
b
O
㊤
）
、
そ
の
典
型
と
言
え
よ
う
。
こ

の
点
を
評
し
て
李
学
館
氏
は
「
外
国
の
学
風
の
著
作
を
十
分
熱
知
し
て
い
な

い
中
国
の
研
究
者
に
と
っ
て
参
考
と
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
我
々
に

と
っ
て
も
未
知
の
論
文
を
知
る
メ
リ
ッ
ト
は
小
さ
く
な
い
。

　
著
者
の
創
見
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
同
居
・
尋
人
の
別
に
関
す
る
見
解
が

あ
る
（
暴
挙
戸
一
9
①
b
。
占
心
）
。
こ
の
場
合
、
臣
妾
の
如
き
黒
血
縁
者
と
家

族
と
の
関
係
が
一
つ
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
著
者
は
平
中
苓
次
氏
の
研

究
に
よ
り
つ
つ
、
同
居
に
は
臣
妾
等
が
含
ま
れ
な
い
が
仁
人
に
は
含
ま
れ
る

　
　
　
④

と
解
し
た
。
評
者
は
両
語
の
現
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
み
て
著
者
の
見
解

が
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、

　
　
激
闘
与
盗
同
法
有
（
又
）
日
鋼
同
罪
此
二
物
其
同
居
典
伍
轟
坐
之
云
与

　
　
同
罪
云
反
響
罪
者
確
当
坐
（
下
略
）

と
い
う
難
解
な
一
条
（
U
H
Q
Q
讐
δ
O
ム
①
O
）
に
つ
い
て
は
、

　
　
律
に
「
与
盗
同
法
」
と
日
い
、
ま
た
「
与
同
罪
」
と
賑
う
。
此
れ
は
二

　
　
つ
の
（
別
個
の
）
事
が
ら
で
あ
る
。
同
居
・
里
典
・
伍
人
が
連
坐
に
相

　
　
当
す
る
場
合
を
「
与
同
罪
」
と
云
う
。
（
律
に
）
「
反
其
罪
」
と
云
え
ば

　
　
連
坐
に
相
当
し
な
い
。

と
す
る
本
書
の
訳
が
最
も
説
得
的
で
あ
ろ
う
。
平
装
本
は
「
与
盗
同
法
」
の

場
合
も
同
居
・
典
・
伍
が
連
坐
す
る
と
解
す
る
が
、
こ
れ
は
他
の
名
文
（
u

b⊃

ﾏ
同
O
㎝
）
に
言
う
如
く
「
穎
盗
の
場
合
と
同
じ
法
を
適
用
す
る
」
の
謂
で

あ
り
、
連
坐
制
と
は
全
く
関
係
の
な
い
表
現
で
あ
る
。
旧
著
馳
霞
に
お
い

て
著
者
は
、
用
語
の
厳
密
な
訓
詰
に
徹
し
て
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
が
、
そ

の
片
鱗
は
本
書
に
も
ま
た
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
よ
い
。

三

　
次
に
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
指
摘
し
た
い
。

　
ま
ず
、
語
釈
上
の
問
題
と
し
て
は
、
「
舎
公
爵
（
館
）
、
慶
火
播
塾
舎
、
錐

有
公
器
、
勿
責
」
と
い
う
律
文
（
∪
一
ω
P
卜
。
梱
り
）
中
の
下
火
の
解
釈
が
あ
る
。

平
装
本
は
施
の
或
体
を
旛
に
作
る
と
こ
ろ
が
ら
遺
火
と
読
み
か
え
「
失
火
」

と
解
す
が
、
著
者
は
こ
れ
を
退
け
、
『
悪
文
道
府
』
を
検
索
し
て
得
た
墜
火

と
い
う
語
に
読
み
か
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
出
典
　
　
著
者
は
気
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
一
『
尚
書
』
仲
独
一
番
詰
「
有
夏
昏
徳
、
民
墜

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

塗
炭
」
の
偽
孔
伝
に
「
夏
桀
昏
乱
、
不
識
下
民
、
民
之
危
険
、
若
陥
泥
質
火

燈
救
覇
者
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
弄
火
と
は
「
火
に
墜
ち
る
」
の
謂
で
あ

り
、
右
の
律
文
に
は
全
く
不
適
轟
な
読
み
か
え
と
言
う
ほ
か
な
い
。
こ
こ
は

平
装
本
注
の
ほ
う
が
一
た
と
え
後
漢
期
よ
り
以
前
に
遣
火
の
用
例
が
な
く

と
も
一
ま
だ
し
も
適
切
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
盗
塁
、
隷
不
坐
芦
謂
殴
」

（
∪
ド
P
H
①
O
）
と
い
う
難
解
な
一
節
を
著
者
は
「
隷
は
連
坐
す
る
が
、
隷
の

犯
罪
に
戸
は
連
坐
し
な
い
」
と
訳
し
、
「
奴
隷
の
犯
罪
に
主
人
は
連
坐
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
主
人
の
犯
罪
に
奴
隷
は
連
坐
し
な
い
」
と
す
る
平
装

本
訳
と
正
反
対
の
解
釈
に
立
つ
（
な
お
平
装
本
注
に
引
く
「
一
説
」
が
著
者

と
同
じ
説
で
あ
る
）
。
著
者
の
援
用
す
る
新
居
延
漢
意
の
「
甘
露
二
年
御
史

冊
」
の
解
釈
は
さ
て
置
く
と
し
て
も
、
文
型
上
は
た
し
て
著
者
の
よ
う
な
訳
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評書

が
可
能
な
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
は
拭
え
な
い
。

　
法
制
用
語
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
も
、
わ
ず
か
な
が
ら
一
し
か
し
重
大

な
一
異
議
が
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
序
論
に
言
う
。

　
　
雲
夢
秦
簡
は
、
紀
元
前
三
世
紀
一
…
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
更
に
早
い
時

　
　
代
－
に
、
争
っ
て
人
を
殺
傷
す
る
こ
と
や
、
過
失
に
よ
る
・
故
意
な

　
　
き
殺
人
を
犯
す
こ
と
と
、
故
意
に
人
を
殺
す
こ
と
や
、
殺
意
を
も
っ
て

　
　
殺
人
を
犯
す
こ
と
と
の
間
に
、
は
っ
き
り
と
区
別
の
あ
っ
た
こ
と
を
示

　
　
し
て
い
る
。
（
8
頁
）

「
甲
告
乙
盗
牛
若
賊
傷
人
」
で
始
ま
る
答
問
（
∪
ω
切
い
一
①
り
）
に
付
せ
ら
れ
た

訳
注
と
対
照
す
れ
ば
、
こ
の
う
ち
前
者
が
闘
、
後
者
が
賊
の
説
明
で
あ
る
こ

と
に
疑
い
は
な
い
。
別
の
箇
所
（
∪
刈
酬
H
。
。
。
。
）
で
闘
を
．
．
き
口
亭
鷺
Φ
ヨ
？

蝕
簿
Φ
α
ゆ
悪
風
．
．
賊
を
、
．
三
尊
日
貝
α
2
8
ω
貯
富
馨
、
、
と
訳
す
の
も
同
じ

理
由
に
よ
る
。
要
す
る
に
、
賊
と
闘
と
は
故
意
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ

る
と
い
う
の
が
、
著
者
の
一
貫
し
た
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

規
準
に
よ
る
な
ら
ば
、
次
の
一
条
を
ど
う
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
求
盗
追
捕
罪
人
、
罪
人
絡
殺
求
盗
。
問
殺
人
者
為
賊
殺
人
、
両
断
（
闘
）

　
　
殺
。
漸
（
闘
）
殺
人
、
廷
行
事
為
賊
。
（
U
切
ρ
寒
？
H
。
。
O
）

「
こ
れ
は
闘
殺
人
で
あ
る
」
と
の
判
断
を
ま
ず
示
し
て
い
る
の
は
、
右
の
事

件
が
闘
の
要
件
を
備
え
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
廷
行
事
が
賊
で
処
断

す
る
の
は
、
闘
で
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
実
務
上
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
）
。
と
す
る
な
ら
ば
、
著
者
の
理
解
に
従
う
限
り
、
求
盗
を
搭
殺
し
た
罪

人
の
行
為
は
故
意
に
よ
ら
ざ
る
偶
発
約
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

右
の
引
用
文
申
の
い
か
な
る
表
現
か
ら
故
意
の
不
存
在
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
評
者
に
は
全
く
見
当
が
つ
か
な
い
。
著
者
も
注
記
す
る
よ
う

に
、
か
か
る
理
解
は
肉
窺
ト
の
一
章
H
暮
。
暮
δ
鄭
き
α
属
①
α
Q
臨
σ
q
窪
o
o
（
故

意
と
過
失
）
に
淵
源
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
『
聖
書
』
刑
法
志
に

引
く
張
斐
上
毛
を
も
と
に
「
突
発
の
争
い
で
互
い
に
殺
傷
し
合
う
の
が
闘
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
何
ら
故
意
は
存
し
な
い
」
（
℃
●
b
。
㎝
、
一
）
と
の
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
「
両
内
相
趣
、
謂
龍
王
」
と
い
う
律
注
の
文
は
、
互
い

に
不
和
な
両
者
が
充
分
な
下
口
－
備
の
う
え
で
決
闘
に
及
ぶ
と
い
っ
た
事
態
を

も
含
み
う
る
表
現
で
あ
り
、
著
者
の
理
解
は
闘
の
も
つ
一
面
の
み
不
当
に
拡

大
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
闘
と
賊
と
の
区
別
に
は
、
故
意
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

無
と
は
別
個
の
原
理
一
お
そ
ら
く
は
「
変
」
の
有
無
－
が
働
い
て
い
る

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
同
様
な
こ
と
は
謀
の
解
釈
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
著
者
は
こ
れ
を
一

貫
目
て
．
、
8
滋
。
陀
、
．
．
覧
。
ヰ
ぎ
σ
q
、
、
と
訳
し
、
「
ア
ク
セ
ン
ト
は
計
画
し

た
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
行
し
た
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
」
と
い
う
肉
輯
ト
や
ト
。
①
q
の
一
文
を
注
記
す
る
（
U
誕
づ
b
）
。

字
義
と
し
て
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
解
釈
に
固
執
す
る
と
、
た
と

え
ば

　
　
甲
謀
苦
難
盗
殺
入
、
受
分
三
隅
践
。
㎜
間
乙
賞
諸
藩
盈
山
三
尺
、
甲
可
（
何
）
払
澗
。

　
　
当
会
。
（
U
綬
唱
一
。
。
O
）

の
よ
う
な
実
行
に
着
手
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
説
明
で
き
ず
、
「
私
に
は
こ
の
謀

の
真
義
が
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
文
脈
か
ら
殺
人
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
は

明
ら
か
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
困
惑
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
（
U
鰹
⇔
．

一
）
。
し
か
し
張
単
三
注
に
「
二
人
滋
強
」
と
あ
る
如
く
、
謀
と
は
犯
行
に
お

け
る
謀
議
の
存
在
を
い
う
概
念
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
に
着

手
後
に
謀
が
問
題
と
さ
れ
る
例
（
他
に
も
O
H
曲
嵩
刈
－
嵩
。
。
）
が
あ
っ
て
も

何
ら
驚
く
に
は
値
し
な
い
と
評
老
は
考
え
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
著
者
は
、
父
の
壇
殺
を
告
空
し
た
子
が
処
罰
さ
れ
る
規
定
（
O
c
。
α
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・
c
。
メ
お
㎝
』
り
①
）
と
、
子
の
檀
殺
が
罪
と
さ
れ
た
り
（
一
）
朝
ρ
H
c
。
一
）
、
臣
妾
や

子
の
処
罰
を
官
に
願
い
出
た
り
す
る
事
例
（
O
Q
。
9
同
㊤
α
旧
国
H
α
I
H
Q
。
・
謡
？

b。

@
G
。
）
と
を
全
く
対
購
的
な
も
の
と
と
ら
え
、
「
D
8
6
・
8
7
は
古
い
規
定
で
、

後
者
つ
ま
り
D
5
6
や
8
5
に
取
っ
て
代
ら
れ
た
と
推
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か

P
」
と
思
案
す
る
（
U
c
。
切
戸
膳
）
。
し
か
し
、
用
済
み
に
な
っ
た
古
い
規
定

を
答
問
の
答
に
持
ち
出
す
は
ず
は
な
く
、
著
者
の
臆
測
は
成
り
立
た
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

評
者
が
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
両
様
の
規
定
は
各
々
実
現
す
べ
き
醸
的
を

異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
や
翠
嵐
が
父
母
・
主
人
に
よ
る

檀
殺
・
刑
を
告
せ
な
い
の
は
家
長
権
を
擁
護
し
て
家
の
秩
序
を
保
つ
た
め
で

あ
り
、
一
方
、
父
母
や
主
人
に
よ
る
子
や
臣
妾
の
測
器
・
刑
が
食
せ
ら
れ
る

の
は
私
刑
と
い
う
非
国
家
的
刑
罰
権
の
行
使
を
禁
ず
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
《
下

煮
》
の
如
き
法
制
史
料
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
単
な
る
法
文
上
の
形
式
論

理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
を
制
定
し
た
権
力
の
側
に
視
点
を
置
い
て
眺
め
る
こ

と
も
時
に
は
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
他
に
二
点
を
補
足
し
て
お
く
。

　
魏
建
窯
（
句
H
N
り
b
。
』
り
ω
）
に
み
え
る
服
門
な
る
語
に
つ
い
て
、
著
者
は
質

門
と
読
み
か
え
た
平
野
本
説
を
退
け
、
「
大
門
内
に
間
借
し
て
い
る
人
」
と

す
る
貴
簡
講
読
会
の
説
を
「
多
少
な
り
と
も
真
に
近
い
」
と
評
価
す
る
。
確

か
に
字
面
か
ら
み
る
限
り
隠
当
な
説
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
に
段
差
と
は
監
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
謂
で
あ
る
と
す
る
千
栄
等
等
の
有
力
な
解
釈
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
看
過

す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
か
の
木
君
田
律
に
「
田
広
一
歩
表
芸
則

為
診
」
と
あ
る
一
句
を
、
著
者
は
多
く
の
学
説
同
様
「
田
は
、
広
さ
一
歩
、

長
さ
八
歩
を
（
則
ち
）
診
と
為
す
」
と
訳
す
（
や
昏
。
お
）
。
し
か
し
近
年
、
胡

平
生
氏
が
、
安
徽
省
阜
聡
智
古
堆
西
漢
墓
出
土
の
漢
簡
に
「
辮
歩
為
則
」
と

あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
「
広
さ
一
歩
、
長
さ
八
難
（
一
二
百
四
十
歩
）
ご
と

　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
一
箪
を
為
る
」
と
の
玉
書
を
提
示
し
、
こ
の
説
が
新
出
の
張
家
山
漢
簡
の

　
⑨

記
述
に
て
ら
し
て
も
最
も
当
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
胡
氏
の

論
文
も
張
家
山
寒
駅
も
本
書
の
脱
稿
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
秦

漢
の
田
制
を
論
ず
る
際
の
重
要
な
論
点
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
敢
え
て

紹
介
し
た
次
第
で
あ
る
。

四

　
最
後
に
、
付
論
一
の
中
か
ら
一
つ
だ
け
論
点
を
選
ん
で
私
見
を
述
べ
て
お

ぎ
た
い
。

　
《
秦
簡
》
の
発
見
が
引
き
起
こ
し
た
波
紋
の
一
つ
に
、
秦
～
園
丁
に
お
け

る
労
役
刑
の
刑
期
の
有
無
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
。
最
初
文
官
期
に
至
る
ま

で
刑
期
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
が
評
者
も
含
め
た
無
期
説
の
主

張
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
著
者
は
秦
漢
を
通
じ
て
刑
期
は
変
ら
な
い
と
す

る
有
期
説
の
立
場
に
立
つ
。
「
（
無
期
か
ら
有
期
へ
の
）
変
化
が
ど
こ
に
も
論

及
さ
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
漢
朝
が
か
か
る
重
要
な
新
制
度
を
導
入
す

る
べ
き
何
の
理
由
も
見
出
せ
な
い
」
（
付
論
1
7
頁
）
と
い
う
の
が
箸
者
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

張
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
つ
と
に
高
笹
氏
が
論
じ
て
い
る
如
く
、
『
漢

書
』
刑
法
志
に
記
す
文
帝
の
改
革
一
そ
れ
は
「
詩
嚢
罪
人
各
藩
軽
重
、
不

亡
逃
有
年
而
免
」
と
い
う
詔
勅
を
も
っ
て
始
ま
る
一
を
刑
期
設
定
の
史
料

と
し
て
読
む
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
反
帝
・
景
帝
期
に
漢
王

朝
の
構
造
変
化
が
進
行
す
る
と
い
う
疑
い
な
き
事
実
の
背
後
に
は
、
然
る
べ

き
理
由
が
あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
り
、
「
理
由
が
な
い
」

こ
と
は
何
ら
根
拠
に
な
ら
な
い
と
評
者
は
考
え
る
。

　
も
と
よ
り
本
書
の
付
論
は
本
格
的
な
論
述
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

有
期
説
に
つ
い
て
も
「
繋
城
邑
六
歳
」
の
句
か
ら
刑
期
の
存
在
を
示
唆
す
る
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評書

ほ
か
は
積
極
的
な
論
証
は
な
さ
れ
ず
、
「
劉
海
年
論
文
が
私
と
見
解
を
同
じ

く
す
る
」
と
そ
の
参
照
を
求
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
や
寄
罫
G
。
）
。
し

　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
し
劉
氏
の
諸
論
考
は
、
「
繋
嘱
望
六
歳
」
を
直
接
証
拠
と
し
て
挙
げ
る
ほ

か
、
『
漢
三
儀
』
な
ど
後
代
の
史
料
に
依
拠
し
た
り
、
居
賀
と
剤
罰
と
を
混

同
し
た
り
、
果
て
は
無
期
説
に
対
し
て
「
（
《
置
生
》
に
刑
期
の
記
事
が
な
い

と
言
う
が
）
史
記
や
漢
書
に
引
く
律
文
中
の
刑
名
に
も
一
つ
と
し
て
刑
期
は

澄
記
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
」
と
反
論
す
る
な
ど
、
は
な
は
だ
説
得
力

に
欠
け
る
。
無
期
説
を
批
判
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
者
は
ま
ず
文
帝
の
改
革

に
対
す
る
独
自
の
、
よ
り
合
理
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
張

家
山
漢
簡
の
全
釈
文
が
発
表
さ
れ
れ
ば
、
あ
る
い
は
論
争
に
決
着
が
つ
く
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
知
れ
な
い
が
i
一
そ
の
場
合
で
も
簡
文
に
無
期
が
明
言
さ
れ
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
一
、
そ
れ
ま
で
は
文
帝
改
革
の
解
釈
と
《
秦
簡
》
の
労
役
刑
の

体
系
的
理
解
と
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
学
説
が
説
得
的
で
あ
る
か
を
判
断
の

規
準
と
す
る
べ
き
だ
と
評
者
は
考
え
る
。

　
以
上
、
浅
学
を
顧
み
ず
い
く
つ
か
の
論
点
に
異
議
を
唱
え
て
み
た
が
、
評

者
の
批
判
が
幸
い
に
し
て
当
を
得
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
書

の
価
値
は
い
さ
さ
か
も
損
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
旧
著
涛
竈
ト
同
様
、
本

書
は
秦
漢
法
制
史
を
研
究
す
る
う
え
で
の
一
そ
し
て
何
よ
り
も
《
秦
簡
》

を
正
確
に
読
む
に
あ
た
っ
て
の
一
必
読
文
献
で
あ
り
続
け
る
に
相
違
な
い
。

文
中
に
ふ
れ
た
如
く
、
一
九
七
三
－
七
四
年
に
は
湖
北
省
江
陵
県
張
家
山
漢

墓
か
ら
漢
律
を
記
し
た
竹
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
著
者
が
引
き
続
き
準
備
さ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
「
第
二
部
し
の
著
作
に
、
こ
の
新
史
料
が
錦
上
花
を
添

え
る
こ
と
を
祈
っ
て
、
拙
い
評
を
閉
じ
た
い
。

①
　
秦
簡
講
読
会
「
『
湖
北
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
臨
訳
二
子
稿
」
e
～
㈹
『
論
究
』
第

　
十
巻
第
一
号
～
第
一
五
巻
第
一
号
、
一
九
七
八
～
八
三
年
。

②
　
内
◆
ρ
U
．
竃
。
い
o
o
（
ご
菊
幽
U
．
Q
Q
◎
〈
馨
o
ρ
想
。
鴨
日
。
q
o
h
Ω
戸
．
嘗
い
ρ
≦
”
〉
ロ
蜜
マ

　
ぎ
3
け
9
け
5
房
訂
¢
9
り
。
隔
9
㊦
壽
蕊
－
ミ
§
客
ミ
い
冬
遷
ミ
叙
旨
ミ
起
ミ
ミ

　
議
織
ミ
詩
9
謡
ミ
題
聯
く
。
一
．
幽
r
＝
o
■
一
u
6
Q
。
一
．

③
　
挙
学
勤
「
何
四
維
《
秦
律
遺
文
》
耳
介
」
『
中
国
史
研
究
』
一
九
八
五
年
第
四
期
。

④
　
こ
の
点
、
冨
谷
至
「
連
坐
制
と
そ
の
周
辺
」
　
『
戦
国
時
代
出
土
文
物
の
研
究
臨

　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
五
年
、
が
同
様
の
見
解
に
立
つ
。

⑥
次
の
二
例
を
参
照
。

　
　
『
急
就
篇
』
「
藷
粥
殺
傷
、
捕
伍
郷
。
」

　
　
張
嚢
律
注
「
無
変
斬
撃
、
謂
無
燈
。
」

⑥
拙
稿
「
棊
の
裁
判
制
度
の
復
元
」
注
④
前
掲
書
所
収
、
の
注
（
5
）
参
照
。

⑦
呉
栄
曾
「
監
門
考
」
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
八
一
年
第
三
輯
。
な
お
、
楊
禾

　
丁
「
〃
駁
門
”
与
〃
號
門
”
」
同
前
｝
九
八
三
年
第
三
輯
、
は
呉
論
文
へ
の
反
論

　
で
あ
る
が
、
論
旨
は
か
え
っ
て
混
乱
し
て
い
る
。

⑧
　
胡
平
生
「
青
膨
秦
墓
木
順
“
為
田
律
”
所
反
映
的
田
畝
制
度
」
『
文
史
』
第
一

　
九
輯
、
一
九
八
三
年
。

⑨
三
家
山
臥
墓
竹
簡
整
理
小
組
「
江
陵
張
家
山
漢
簡
概
述
」
『
文
物
』
一
九
八
五

　
年
三
一
期
、
に
よ
れ
ば
　
「
褒
二
百
椴
歩
」
に
作
る
漢
律
文
が
あ
る
と
の
由
で
あ

　
る
。

⑩
高
恒
「
棊
嚢
中
〃
隷
臣
妾
”
問
題
的
探
討
」
『
文
物
』
一
九
七
七
年
第
七
期
。

⑪
　
こ
の
句
が
刑
期
存
在
の
論
拠
と
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
、
拙
稿
「
秦
の
隷
属
身

　
分
と
そ
の
起
源
－
皇
臣
妾
問
題
に
寄
せ
て
一
」
『
史
林
』
第
六
五
巻
第
六
号
、

　
一
九
八
二
年
、
参
照
。

⑫
　
本
書
脱
稿
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
劉
氏
の
概
括
的
論
考
と
し
て
、
「
関
於
中
国

　
歳
旦
的
起
源
－
兼
談
秦
刑
徒
的
刑
期
和
隷
臣
妾
的
身
紛
一
」
　
『
法
学
研
究
』

　
一
九
入
五
年
第
五
・
六
期
、
を
と
り
あ
げ
て
論
評
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
…
輔
＋
二
四
二
頁
　
一
九
八
五
年
い
①
置
魯
”
9
い
し
ご
艶
一
）

　
　
　
　
　
　
　
（
島
根
大
学
法
文
学
部
助
教
授
　

　
　
　
　
　
　
鳥
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